
近
世
後
期
に
お
け
る
畿
内
の
地
主
経
営
に
つ
い
て
は
先
学
の
膨
大
か

つ
精
緻
な
研
究
が
あ
る
。
な
か
で
も
「
摂
津
型
」
経
営
の
挫
折
と
寄
生

(
l
)
 

地
主
制
へ
の
進
展
が
主
張
さ
れ
る
一
方
、
富
農
経
営
の
維
持
•
発
展
を

(
2
)
 

捉
え
、
前
者
を
批
判
す
る
も
の
と
の
両
者
に
よ
っ
て
研
究
史
は
形
作
ら

れ
て
き
た
。

近
年
で
は
佐
々
木
潤
之
介
氏
が
河
内
国
丹
南
郡
岡
村
の
岡
田
家
を
取

り
上
げ
、
精
緻
な
経
営
分
析
か
ら
幕
末
期
に
お
け
る
綿
作
地
帯
の
豪
農

を
描
き
出
し
た
。
そ
こ
で
は
、
「
半
プ
ロ
層
を
主
体
と
す
る
小
作
関
係

が
、
も
は
や
幕
藩
制
的
社
会
権
力
や
豪
農
的
な
対
処
で
は
対
応
し
き
れ

な
い
矛
盾
、
ほ
ん
ら
い
的
に
『
非
和
解
的
』
関
係
と
し
て
強
ま
」
る
と

と
も
に
、
「
豪
農
の
非
政
治
主
体
化
」
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら

に
、
農
民
層
分
解
の
進
行
か
ら
新
た
な
生
産
関
係
を
作
り
出
し
た
岡
田

は

じ

め

に
近
世
後
期
に
お
け
る
北
河
内
の
豪
農

ー
茨
田
郡
三
ツ
嶋
村
樋
口
家
を
め
ぐ
っ
て
1

(
3
)
 

家
を
、
「
社
会
的
地
域
権
力
」
と
し
て
捉
え
直
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
渡
辺
尚
志
氏
は
岡
田
家
に
見
ら
れ
る
地
主
小
作
関

係
、
と
く
に
小
作
料
減
免
か
ら
「
岡
田
家
は
、
共
同
体
的
関
係
に
配
慮

す
る
こ
と
で
、
小
作
経
営
の
安
定
を
図
っ
て
い
た
」
と
述
べ
、
「
豪
農

の
反
動
的
な
『
新
し
さ
』
」
は
見
ら
れ
な
い
と
し
て
、
佐
々
木
氏
を
批

(
4
)
 

判
し
た
。

こ
う
し
た
研
究
史
を
う
け
て
、
本
稿
で
は
大
き
く
次
の
二
点
に
つ
い

て
言
及
す
る
。
第
一
に
河
内
の
豪
農
経
営
に
つ
い
て
の
、
第
二
に
豪
農

の
政
治
的
意
識
・
行
動
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
河
内

国
茨
田
郡
三
ツ
嶋
村
の
樋
口
家
を
取
り
上
げ
る
。
三
ツ
嶋
村
は
北
河
内

に
位
置
し
、
地
域
的
特
徴
は
中
河
内
綿
作
地
帯
と
は
異
な
り
、
主
穀
単

作
に
近
い
湿
田
地
帯
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
中
河
内
で
見
ら
れ
る
よ
り

も
強
固
な
地
主
小
作
関
係
を
想
定
で
き
、
地
域
社
会
の
様
々
な
矛
盾
に

対
峙
す
る
豪
農
の
姿
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

佐
々
木
・
渡
辺
両
氏
の
議
論
を
よ
り
具
体
的
に
深
化
し
得
る
と
考
え

常

松

隆

嗣

- 1 -



（
注
）
各
年
代
の
「
宗
門
人
別
帳
」
よ
り
作
成
。

麟

蔵

丁
—
り
ゅ
う

（

一

七

九

五

年

生

）

て

い

―

東
太
郎

ち

か

「

ー

|

|

|

|

淑

認

嘩

六

年

生

）

丁
_
れ
い

兼

助
（
一
七
七
一
年
生
）

図
1

る。
北
河
内
の
豪
農
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
乾
宏
巳
氏
に
よ
る
茨
田

(
5
)

（

6
)
 

郡
門
真
三
番
村
茨
田
家
、
福
山
昭
氏
に
よ
る
交
野
郡
田
口
村
奥
野
家
が

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
経
営
分
析
が
主
で
あ
り
、
豪
農
の
政
治
的
意
識
・

行
動
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
お
ら
ず
、
豪
農
が
持
ち
得
た
経
済
的
・
政
治

的
両
側
面
の
有
機
的
な
関
連
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は

領
主
権
力
や
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
政
治
的
側
面
を
出
来
る

だ
け
明
ら
か
に
し
、
豪
農
が
持
ち
得
る
経
済
的
・
政
治
的
の
両
側
面
が

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
中
河
内
の
豪
農

(
7
)
 

や
拙
稿
で
取
り
上
げ
た
丹
波
の
豪
農
と
の
比
較
検
討
が
可
能
に
な
る
と

も
考
え
た
。

対
象
時
期
に
つ
い
て
は
、
経
営
の
史
料
が
豊
富
に
残
る
と
と
も
に
当

主
が
惣
代
庄
屋
・
大
庄
屋
を
務
め
る
近
世
後
期
を
設
定
し
、
樋
口
家
歴

樋
口
家
略
系
図

代
当
主
の
中
で
は
兼
助
、
孫
の
啓
之
助
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
（
略

系
図
参
照
）

な
お
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
守
口
文
庫
所
蔵
の
三
ツ
嶋

村
文
書
を
使
用
し
た
。
本
稿
中
、
と
く
に
注
記
の
な
い
図
表
は
三
ツ
嶋

村
文
書
に
拠
っ
た
。

豪
農
経
営
の
展
開

第
一
節
対
象
地
域
の
性
格

樋
口
家
の
地
主
経
営
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
前
に
、
当
該
地
域

の
性
格
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
支
配
は
近
世
を
通
じ
て
幕
領
で
あ
る

が
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
か
ら
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
ま
で
大

坂
城
代
の
役
地
と
な
り
、
そ
の
後
も
度
々
、
大
坂
城
代
・
京
都
所
司
代

の
役
地
と
な
る
。
天
保
九
年
(
-
八
三
八
）
以
降
は
大
坂
谷
町
、
大

(
8
)
 

津
、
信
楽
の
各
代
官
所
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

「
河
内
国
正
保
郷
帳
」
や
宝
暦
十
年
（
一
七
六
0
)

の
「
指
出
明
細

帳
」
に
よ
れ
ば
、
村
高
七
六
七
石
八
斗
四
升
、
反
別
六
五
町
九
反
七

畝
四
歩
、
う
ち
田
方
が
九
五
％
を
占
め
、
近
隣
の
北
嶋
村
・
岸
和
田
村

な
ど
と
同
様
、
田
が
ち
の
村
で
あ
る
。
し
か
し
「
指
出
明
細
帳
」
に
は

「
田
畑
水
損
勝
之
所
、
河
内
国
第
一
之
地
低
水
場
所
二
て
御
座
候
」
、

「
田
方
用
水
掛
り
ハ
格
別
地
低
故
、
立
毛
年
々
甲
乙
御
座
候
」
と
記
載

さ
れ
、
そ
れ
が
田
位
の
別
（
上
田
八
％
に
対
し
、
下
田
が
七
八
％
）
に

第
一
章
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表 1 三ツ嶋村の階層構成 （単位：戸）

文政 10 天保 10 明治 2
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注）各年代の「宗門人別帳」より作成。

2
 

％
 

4.1 

も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
米
作
以
外
の
農
業
生
産

は
特
に
な
く
、
河
内
農
村
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
る
綿
作
地
帯
の

様
相
と
は
異
な
り
、
商
品
作
物
生
産
が
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え

る
。
ま
た
余
業
に
関
し
て
も
、
「
男
農
業
之
間
平
日
縄
俵
、
そ
う
り
、

(10) 

わ
ら
し
か
せ
き
仕
候
、
女
農
業
之
間
平
日
も
め
ん
か
せ
き
仕
候
」
と
い

っ
た
程
度
で
あ
り
、
京
街
道
周
辺
村
々
の
よ
う
に
荷
駄
稼
ぎ
・
人
足
稼

ぎ
的
な
日
雇
労
働
も
見
ら
れ
な
い
。

つ
い
で
、
表
1
か
ら
―
―
―
ツ
嶋
村
の
構
造
変
化
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

―
―
―
ツ
嶋
村
の
軒
数
は
一
五
0
軒
前
後
（
本
百
姓
八
0
軒
・
水
呑
七
〇

軒
）
、
人
口
は
七
0
0
1
七
五
0
人
で
推
移
し
、
ほ
と
ん
ど
変
動
が
な

い
。
農
民
各
層
の
状
況
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
文
政
十
年
(
-
八
二

七
）
の
段
階
で
未
だ
最
上
層
農
民
が
持
高
三
九
石
で
と
ど
ま
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
入
っ
て
も
な
お
、
階

層
分
化
が
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

後
、
持
高
五
ー
ニ
0
石
層
の
分
化
が
始
ま
り
、
こ
の
階
層
が
減
少
す
る

の
に
対
し
、
五
石
未
満
層
及
ぴ
無
高
層
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
樋
口
家
は
、
中
農
層
が
手
放
し
た
土
地
を
集
積
し
た
よ

う
で
、
文
政
十
年
に
三
九
石
余
で
あ
っ
た
持
高
を
、
天
保
十
年
(
-
八

三
九
）
に
は
九
八
石
に
ま
で
増
加
さ
せ
た
。
そ
の
所
有
地
は
居
村
の
一
―
―

ツ
嶋
村
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
隣
の
薔
嶋
村
・
諸
福
村
・
高
柳
村
・
安
田

村
で
約
五
0
石
を
所
有
す
る
ま
で
に
成
長
し
た
（
表
2
)
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
ツ
嶋
村
で
は
天
保
期
に
農
村
構
造
に
大
き
な

変
化
が
あ
り
、
そ
れ
が
樋
口
家
の
地
主
経
営
と
少
な
か
ら
ず
関
連
し
て

い
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
近
世
後
期
の
村
落
を

規
定
す
る
こ
と
に
な
る
地
主
小
作
関
係
に
重
点
を
お
い
て
、
樋
口
家
の

地
主
経
営
を
考
察
し
て
い
く
。

第
二
節
樋
口
家
に
お
け
る
地
主
経
営

「
下
作
納
米
井
手
作
取
米
帳
」
よ
り
作
成
し
た
持
高
の
変
化
を
表

2
.
3
に
示
し
た
。
手
作
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
一
―
1
0
石
余
で

-3-



表 2 持高の変化 （単位：石）

年 ：西暦 手作分取米下作方取米 小計 稗嶋村諸福村：高柳村：安田村 総計

延享 3 i 1746 
： 

89.45 • 127.25 
： 

37.8 ： ： 

延享4 : 1747 28.8 : 60.041 : 88.841 
．．  

天明 7 1787 45.38 . 134.439 : 179.819 5.798. 185.617 

寛政 3 : 1791 27 111.002 : 138.002 13.5 11 ： 162.502 

寛政4 i 1792 45.075 153.101 : 198.176 15.25 : 12.855 226.281 

寛政 6 : 1794 64.544 : 155.286 : 219.83 15.9 : 18 253.73 

寛政7 : 1795 53 129.33 182.33 14.8 12.9 : 210.03 

寛政 10:1798 41 : 137.474、 178.474 14.52 18 210.994 

寛政 12.1800 50.47 : 149.566 . 200.036 
： 

12 15 227.036 
''  

文化元 I1804 38.25 154.385 : 192.635 20 : 10 : 13 0.4 236.035 

文化 7 I 1810 45.5 170.27 : 215.77 10 ： 7.8 . 5.5 239.07 

文化 8 181 I 44 164.803 . 208.803 II 5 0.4 225.203 

天保 2 i 1831 80.5 177.214 : 257.714 

注）各年の「下作納米井手作取米帳」より作成。

表3 持高の変化グラフ

（石）
200 

150 

100 

50 

゜ 宝
暦
2

延
亨
3

文
化

7

寛
政

12

寛
政

3

天
明
7

天
保
15

｀
ー
、年（

 
文
久
3

注）各年の「下作納米井手作取米帳」より作成。
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あ
り
、
そ
の
後
、
若
干
の
増
減
を
繰
り
返
し
つ
つ
も
、
増
加
率
は
一
・

五
ー
ニ
倍
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
小
作
は
手
作
の
二
倍

に
当
た
る
六
0
石
以
上
で
、
飛
躍
的
な
伸
び
を
示
す
と
と
も
に
近
隣

村
々
に
も
広
が
り
を
見
せ
、
小
作
取
米
で
一
七
七
石
を
数
え
る
ま
で
に

な
る
。
全
体
的
特
徴
と
し
て
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
は
手
作
・
小

作
と
も
減
少
す
る
が
、
そ
れ
以
後
は
復
調
に
転
じ
、
手
作
は
五
0
石
前

後
で
一
定
す
る
の
に
対
し
、
小
作
は
十
九
世
紀
初
頭
と
幕
末
期
に
著
し

い
伸
ぴ
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
樋
口
家
の
地
主
経
営
は
、
一
定
度
の
手
作
地
を
残
す

手
作
地
主
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
一
方
、
天
保
期
に
は
農
村
構
造
の
変

化
に
呼
応
す
る
形
で
土
地
集
積
を
行
っ
た
結
果
、
小
作
地
を
増
加
さ

せ
、
寄
生
地
主
化
し
て
い
く
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
「
下
作
納
米

井
手
作
取
米
帳
」
に
は
綿
作
が
文
化
元
年
(
-
八
0
四
）

1
八
年
に
か

け
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
三
0
1
八
〇
斤
と
生
産
量
は
少
な
い
も
の

の
、
樋
口
家
に
と
っ
て
収
益
率
の
高
い
商
品
作
物
が
手
作
地
に
お
い
て

栽
培
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

で
は
、
樋
口
家
の
小
作
人
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う

か
。
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
、
天
保
十
五
年
(
-
八
四
四
）
、
文
久
三

年
(
-
八
六
三
）
の
「
下
作
宛
口
井
取
米
帳
」
か
ら
作
成
し
た
表
4
を

も
と
に
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
小
作
人
の
人
数
で
あ
る
が
、
小
作
地
が

増
加
す
る
に
伴
い
、
一
0
人
以
上
も
増
加
し
て
い
る
。
小
作
人
個
々
の

宛
米
高
は
二
斗
ー
一
＿
―
-
石
、
宛
米
の
平
均
は
天
明
七
年
が
二
石
七
斗
で

あ
っ
た
も
の
が
、
文
久
三
年
に
は
三
石
五
合
と
若
干
な
が
ら
増
加
し
て

い
る
。
小
作
人
の
階
層
は
高
持
で
は
一
0
石
以
上
、
中
に
は
二
0
1
-
―
―

0
石
の
大
高
持
も
存
在
す
る
が
、
こ
う
し
た
高
持
は
異
例
で
あ
り
、
大

半
は
一
1
五
石
の
、
自
作
地
よ
り
多
い
小
作
地
を
抱
え
る
者
た
ち
で
あ

る
。
ま
た
、
ど
の
時
期
を
通
じ
て
も
無
高
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
樋

表4 宛米高別人数表

こ 天明 7年 天保 15年 文久 3年

（人） I (%) （人） : (%) （人） : (%) 

10石以上 I i 1.7 0: 0 I i 1.4 
7石以上 10石未満 4: 6.8 6: 9.0 3 : 4.1 
5石以上 7石未満 3 ! 5.1 8 : 11.9 12 i 16.4 
3石以上 5石未満 8 : 13.6 9 : 13.4 13 : 17.8 
1石以上 3石未満 32: 54.2 32 : 47.8 30 ; 41.l 
1石未満 11 : 18.6 12: 17.9 14 : 19.2 

合 計 59 I 100.0 67 : 100.0 73 : 100.0 

宛米平均（石） 2.7: 2.852 : 3.005: 

注）各年の「下作宛口井取米帳」より作成。
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口
家
の
小
作
だ
け
で
は
生
計
を
立
て
る
こ
と
は
難
し
く
、
必
然
的
に
他

(11) 

の
地
主
と
も
地
主
小
作
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
自
家
の
経
営
を
後
退
さ
せ
な
い
た
め
に
も
労
働
力
を
確
保
し

た
い
樋
口
家
と
し
て
は
、
小
作
人
と
よ
り
強
固
な
関
係
を
結
ぶ
必
要
が

あ
っ
た
。
そ
の
方
策
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
、
恒
常
化
し
た
免
引
と

施
行
で
あ
っ
た
。
米
価
の
高
騰
著
し
い
天
保
八
年
(
-
八
三
七
）
三
月

五
日
と
五
月
二
日
の
二
度
に
わ
た
り
、
樋
口
家
単
独
で
三
ツ
嶋
村
上
組

(12) 

に
対
し
施
行
が
行
わ
れ
た
が
、
三
月
の
施
行
は
対
象
と
な
る
難
渋
人
四

0
軒
の
う
ち
、
樋
口
家
の
小
作
が
一
九
軒
（
施
行
を
受
け
た
者
の
内
、

樋
口
家
の
小
作
が
占
め
る
割
合
、
四
七
•
五
％
）
、
五
月
の
施
行
で
は

難
渋
人
三
一
軒
の
う
ち
、
樋
口
家
の
小
作
は
ニ
―
軒
（
六
七
・
七
％
）

に
も
上
っ
た
。
そ
の
際
、
樋
口
家
は
銭
九
五
0

0
文
、
白
米
一
石
二
斗

七
升
を
支
出
し
た
が
、
そ
の
後
宛
米
高
一

1
三
石
層
は
減
り
、
三
石
ー

七
石
層
が
増
え
る
結
果
と
な
っ
た
（
表
4
)
。
樋
口
家
は
労
働
力
の
確

保
と
い
う
経
営
上
の
課
題
を
、
施
行
と
い
う
「
御
救
」
行
為
を
媒
介
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
、
地
主
小
作
関
係
の
強
化
を
図
っ
た
こ
と

で
自
家
の
地
主
経
営
を
安
定
的
な
も
の
と
し
た
。

第
三
節
豪
農
経
営
の
全
体
的
把
握

つ
ぎ
に
、
表
5
を
用
い
て
樋
口
家
の
経
営
全
体
を
考
察
し
て
い
く
。

史
料
的
制
約
か
ら
幕
末
期
に
偏
っ
て
い
る
が
、
各
年
の
特
徴
を
ま
と
め

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

慶

応

二

年

（
一
八
六
六
）

文

久

四

年

（
一
八
六
四
）

安

政

六

年

（
一
八
五
九
）

弘

化

二

年

（
一
八
四
五
）

天
保
十
四
年

（
一
八
四
三
）

酒
の
販
売
、
貸
金
の
返
済
、
講
落
札
銀
に
よ
る
収
入
が

好
調
で
あ
る
一
方
、
支
出
は
借
金
の
返
済
が
高
額
。

酒
の
販
売
に
よ
る
収
入
は
最
高
潮
。
地
主
経
営
を
反
映

し
て
作
徳
銀
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
支
出
は
突
出
し
て
多

い
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
新
た
に
米
を
買
い

入
れ
て
酒
造
業
の
規
模
を
拡
大
し
た
た
め
、
結
果
的
に

四
貫
目
の
赤
字
に
転
落
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
一
〇
貫

目
の
黒
字
。

酒
の
販
売
は
下
降
気
味
。
か
わ
っ
て
金
融
業
、
米
の
売

却
、
作
徳
銀
に
よ
る
収
入
増
。
支
出
は
家
計
な
ど
全
体

的
に
緊
縮
政
策
を
採
る
も
の
の
、
組
・
村
入
用
、
領
主

へ
の
献
金
が
増
加
し
、
結
果
的
に
四
貫
目
の
赤
字
。

酒
販
売
に
よ
る
収
益
は
全
体
の
一
％
に
ま
で
落
ち
込
む

か
わ
り
に
、
金
融
業
、
米
の
売
却
、
作
徳
銀
に
よ
る
収

入
増
加
。
支
出
は
組
・
村
入
用
、
領
主
献
金
の
増
加
に

加
え
、
借
金
の
返
済
、
肥
料
代
、
講
掛
金
の
増
加
が
顕

著
。
さ
ら
に
こ
の
年
、
家
普
請
を
行
っ
た
こ
と
で
安
政

六
年
に
比
べ
家
計
が
膨
張
。
こ
の
赤
字
を
補
填
す
る
た

め
酒
造
関
連
道
具
を
売
却
す
る
が
、
六
貫
目
の
赤
字
と

な
る
。

万
延
の
貨
幣
改
鋳
の
影
響
と
不
作
が
重
な
り
、
こ
の

(13) 

年
、
米
価
は
大
暴
騰
。
し
か
し
、
そ
れ
に
乗
じ
て
余
剰
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表5-1 樋口家の経営状況（入方） （単位：匁）

年号 ：西暦 酒 貸金の返済 各種売却代金

個人貸： 村貸 ： 領主 米 糠 麦 ； 綿実 ： 下屎

天保14年： 1843 14907.8 69433.5 : 960.53 : 

゜゚
: 558.%: 0 : 235.7: 

゜弘化2年I1s4s 33397.225 3807.62 : 72 350 

゜
: 578.17: 0 : 0 : 

゜安政6年:1859 3943.1 5017.02 : 567 : 0 3299.1 : 0 : 0 : 0 : 172.1 . . . . 
文久4年： 1864 262.813 10588.953 : 145.8 : 0 4186.063; 16 ： 0 : 0 : 96.5 

慶応2年:1866 

゜
17943.2 : 3716.754: 0 33350.28; 。•: 116.38 : 0 : 224.2% 

作徳銀 講落札銀 蓮池運上 合計 酒造関連売却代金 合計

酒造蔵：酒造道具

天保14年 811 3686.<rl 280 90873.56 

弘化2年 1540.395 2071.45 160 41976.86 

安政6年 2040.66 258.58 306.4 15603.96 

文久4年 3188.88 1782.802 299.043 20566.854 3364 : 5000 28930.854 

慶応2年 542.93 JJ03 561.926 57558.766 

表5-Il 樋口家の経営状況（出方） （単位：匁）

年号 ：西暦 家 計 借金返済 維村入用 田畑入用 奉公人給金 講掛金

日常生活費慶弔費：小遣 田畑買児科・種代

天保14年： 1843 14674.96 479.7 : 1182.4 24189.78 1025.72 4000 : 711.9 2486.61 1766.98 

弘化2年it845 14925.68 195.8 : 991.2 8326.93 705.74 490 : 360.5 1639.71 2436.88 

安政6年I1ss9 5019.31 ・ 416.79: 332.5 2471.17 3740.45 0: 1397.07 223.6 2204.23 

文久4年： 1864 13268.826. 447.03 : 952.916 3542.806 6574.938 0 : 1156.524 557.4 4956.475 

慶応2年I1s66 22986.08 : 909.88 : 720.498 5427.244 2434.4 0 : 1168.666 2103.566 4554.806 

寺社・官座入Ill領主献金 株金 合計 米買入代金 合計

天保14$ 140.89 7.2 180 50846.14 

弘化2年 256.5 384 478 31190.94 15208.16 46399.1 

安政6年 416.64 3618.11 0 19839.87 

文久4年 739.52 3644.72 0 35841.155 

慶応2年 4998.57 2246.134 0 47549.844 

表 5—爾 樋口家の経営状況（収支） （単位：匁）

年号 ： 西暦 入方合計 出方合計 差引計

天保14年: 1843 90873.56 50846.14 40027.42 

弘化2年： 1845 41976.86 46399.1 -4422.24 

安政6年： 1859 15603.96 19839.87 -4235.91 

文久4年: 1864 28930.85 35841.155 -69I0.305 

慶応2年： 1866 57558.76 47549.844 10008.916 

注）各年の「金銀出入帳」より作成。
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米
を
売
却
し
た
こ
と
で
経
営
は
持
ち
直
す
。
支
出
は
幕

末
期
の
諸
物
価
高
騰
を
う
け
て
、
奉
公
人
給
金
の
高
騰

を
は
じ
め
、
い
ず
れ
の
項
目
も
な
か
り
高
騰
し
て
い
る

が
、
結
果
的
に
は
一
〇
貫
目
の
黒
字
に
転
じ
る
。

収
入
に
限
っ
て
考
察
す
る
と
、
弘
化
二
年
ま
で
は
酒
造
業
に
よ
る
収

入
が
多
く
を
占
め
る
。
樋
口
家
の
酒
造
業
は
天
保
九
年
(
-
八
―
―
―
八
）

に
河
内
国
茨
田
郡
岡
新
町
村
の
中
島
九
右
衛
門
か
ら
酒
造
株
二

0

0

石
、
同
十
一
年
に
同
国
丹
南
郡
平
尾
村
喜
作
か
ら
酒
造
株
三
九
五
石
、

(14) 

そ
れ
ぞ
れ
譲
り
受
け
た
こ
と
に
始
ま
る
。
同
十
三
・
十
四
年
に
は
、
夏

(15) 

桶
が
不
足
し
て
い
る
の
で
新
規
に
増
や
す
こ
と
を
代
官
所
に
願
い
出
て

お
り
、
酒
造
業
の
拡
大
が
見
て
取
れ
る
。

し
か
し
、
安
政
の
開
港
後
は
加
工
品
と
し
て
の
酒
よ
り
も
む
し
ろ
、

米
そ
の
も
の
に
よ
る
売
却
益
が
多
額
と
な
り
、
小
作
人
か
ら
の
作
徳
銀

も
増
加
す
る
。
商
品
作
物
生
産
に
よ
る
収
入
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、

金
融
業
が
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
経
営
上
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占

め
て
い
た
。

金
融
業
が
好
調
な
背
景
に
は
大
坂
商
人
と
の
貸
借
関
係
が
あ
り
、
近

(16) 

隣
豪
農
と
の
取
引
に
比
べ
、
金
融
資
産
の
よ
り
効
率
的
な
運
用
方
法
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
幕
末
期
に
は
変
化
が
見
ら
れ
た
。
全
貸
借
金
額
の

う
ち
、
天
保
十
四
年
は
実
に
八
0
・
八
％
が
大
坂
商
人
と
の
間
で
取
り

交
わ
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
弘
化
二
年
に
は
六
六
•
四
％
、
安
政
六

年
に
は
四
七
・
七
％
、
文
久
四
年
に
は
三
0
•
四
％
、
慶
応
二
年
に
は

0

．
七
％
と
大
坂
商
人
と
の
貸
借
関
係
は
減
少
し
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て

村
内
・
近
隣
村
の
小
前
百
姓
と
の
貸
金
関
係
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
村

内
・
近
隣
村
々
に
樋
口
家
ほ
ど
の
豪
農
が
お
ら
ず
、
同
家
が
金
融
セ
ン

(＂) 

タ
ー
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
同
家
の
経
営
が
地
主

経
営
に
シ
フ
ト
し
た
こ
と
で
多
数
の
雇
用
労
働
力
が
必
要
と
な
り
、
金

銭
貸
借
か
ら
発
生
す
る
強
制
的
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
の
証
左
で
あ

る。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
土
地
集
積
か
ら
見
た
転
換
点
は
天
保
期
に
あ
る

も
の
の
、
経
営
全
体
と
し
て
は
安
政
期
に
転
換
点
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
は
商
品
作
物
生
産
が
進
展
し
て
い
な
い
北
河
内
に
あ
っ
て
、
商
品

生
産
と
し
て
の
酒
造
業
か
ら
地
主
経
営
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

か
ら
、
北
河
内
主
穀
単
作
湿
田
地
帯
に
お
け
る
樋
口
家
の
経
営
は
中
河

内
の
綿
作
地
帯
と
は
異
な
り
、
地
主
・
金
融
業
を
中
心
と
す
る
豪
農
経

営
で
あ
る
と
言
え
る
。

つ
い
で
支
出
に
目
を
移
す
と
、
家
計
に
か
か
る
支
出
が
全
体
の
大
部

分
を
占
め
る
が
、
慶
応
期
を
除
け
ば
一
定
し
て
い
る
。
安
政
期
か
ら
は

組
・
村
入
用
、
領
主
へ
の
献
金
な
ど
が
増
え
る
が
こ
れ
は
樋
口
家
が
惣

代
庄
屋
を
務
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
や
豪
農
経
営
が
進
展
し
て
い
く
こ

と
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
地
域
社
会
内
で
起
こ
る
様
々
な
案
件
に
対
処

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
樋
口
家
の
所
有
地
と
は
重
な
ら
な
い
地
域
で
あ

っ
て
も
惣
代
庄
屋
と
し
て
の
出
費
が
嵩
む
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
苗
字
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前
章
で
の
経
営
分
析
を
ふ
ま
え
、
当
該
地
域
の
豪
農
は
ど
の
よ
う
な

政
治
的
意
識
・
行
動
を
現
わ
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
領
主

権
力
や
地
域
社
会
と
の
関
係
か
ら
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
一
節
領
主
権
力
と
の
関
わ
り

樋
口
家
は
代
々
庄
右
衛
門
を
名
乗
り
、
祖
先
は
源
義
仲
の
家
臣
樋
口

四
郎
兼
光
と
言
わ
れ
、
そ
の
子
勝
太
郎
が
三
ツ
嶋
村
に
住
み
着
い
た
と

(IB) 

い
う
由
緒
を
持
つ
。
樋
口
家
の
当
主
が
代
替
わ
り
す
る
に
あ
た
っ
て
、

次
期
庄
屋
を
誰
に
す
る
か
と
い
う
村
人
か
ら
の
願
書
に
は
、

第
二
章

帯
刀
・
袴
着
用
な
ど
の
特
権
を
領
主
権
力
か
ら
付
与
さ
れ
る
一
方
で
、

大
坂
城
西
ノ
丸
修
復
、
江
戸
・
大
坂
の
台
場
建
設
、
長
州
征
伐
な
ど
幕

末
期
に
か
け
て
様
々
な
献
金
に
対
応
す
る
豪
農
の
姿
が
あ
る
（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
）
。

結
果
、
樋
口
家
の
経
営
収
支
は
幕
末
期
と
い
う
特
殊
な
物
価
状
況
を

勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
六
貫
目
余
の
赤
字
な
ら
ば
容
易

に
解
消
で
き
、
加
え
て
一
〇
貫
目
余
の
利
益
を
上
げ
る
可
能
性
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
比
較
的
安
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

豪
農
の
政
治
的
行
動

百
姓
連
印

加
役
年
寄

年
寄

九
郎
右
衛
門

長

右

衛

門

＿
史
料
1
ー
①
】乍

恐
書
附
ヲ
以
奉
願
上
候

河
州
茨
田
郡
三
ツ
嶋
村

上

組

百

姓

一
当
村
庄
屋
役
樋
口
庄
右
衛
門
義
及
老
年
候
二
付
、
家
督
名
前
此
度
東

太
郎
江
相
譲
り
申
度
候
二
付
、
庄
屋
役
退
役
奉
願
上
、
右
庄
右
衛
門

事
以
来
兼
助
と
改
名
仕
、
尤
跡
役
之
義
ハ
倅
東
太
郎
向
後
庄
右
衛
門

と
相
改
メ
庄
屋
役
為
相
勤
メ
申
度
奉
存
候
二
付
、
則
百
姓
連
印
書
附

ヲ
以
奉
願
上
候
、
右
願
之
始
末
御
聞
済
被
為
成
下
候
ハ
、
難
有
奉
存

候
、
以
上

文
政
九
年

戌
四
月
廿
五
日

地
方
御
役
所

【
史
料

l
l②】

乍
恐
書
附
ヲ
以
奉
願
上
候

河
州
茨
田
郡
三
ツ
嶋
村
上
組

百
姓
共

一
当
村
庄
屋
役
樋
口
庄
右
衛
門
義
重
病
二
付
、
家
督
名
前
倅
啓
之
助
江

相
譲
り
申
度
庄
屋
役
退
役
奉
願
上
候
、
尤
跡
役
之
義
ハ
百
姓
一
統
倅

啓
之
助
二
為
相
勤
申
度
奉
存
候
二
付
乍
恐
此
段
奉
願
上
候
、
猶
又
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惣
百
姓

百
姓
代

年
寄

同
断

（ママ）

啓
之
助
義
未
若
年
二
御
座
候
故
、
樋
口
兼
助
相
添
為
相
勤
申
度
奉
奉

存
候
二
付
、
百
姓
一
同
連
印
書
附
ヲ
以
乍
恐
奉
願
上
候
、
何
と
ぞ

右
願
之
通
御
聞
済
被
為
成
下
候
ハ
、
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、
以
上

天
保
四
年

巳
二
月
十
三
日

地
方
御
役
所

と
あ
り
、
と
く
に
②
の
場
合
は
啓
之
助
が
十
七
オ
と
い
う
若
年
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
見
と
し
て
祖
父
兼
助
を
頼
む
こ
と
で
啓
之
助
が

庄
屋
に
な
る
こ
と
に
村
人
一
同
異
論
な
く
、
村
人
か
ら
の
信
任
を
得

て
、
樋
口
家
は
寛
文
二
年
(
-
六
六
二
）
か
ら
幕
末
に
至
る
ま
で
、

(21) 

代
々
三
ツ
嶋
村
の
庄
屋
役
を
務
め
た
。
ま
た
、
三
ツ
嶋
村
山
王
権
現
社

の
宮
座
六
座
の
う
ち
、
本
座
は
樋
口
座
と
も
称
さ
れ
、
樋
口
家
の
一
族

(22) 

一
＿
―
-
名
に
よ
っ
て
の
み
一
座
が
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
樋
口
家
が
村
内
で
は
い
か
に
突
出
し
た
地
位
を
確
立
し
て
い
た
か

が
わ
か
る
。

樋
口
家
の
家
格
を
さ
ら
に
上
昇
さ
せ
た
の
が
、
表
6
に
見
ら
れ
る
領

主
権
力
か
ら
の
特
権
付
与
で
あ
っ
た
。
文
化
五
年
(
-
八
0
八
）
に
代

官
重
田
又
兵
衛
か
ら
「
袴
着
用
・
帯
刀
」
許
可
が
下
さ
れ
た
の
を
は
じ

連
印

―
―
一
郎
右
衛
門

九
郎
右
衛
門

長

右

衛

門

め
、
そ
の
後
も
代
官
の
支

配
替
わ
り
ご
と
に
同
様
の

願
い
出
を
し
、
許
可
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
苗
字
に

つ
い
て
は
京
都
所
司
代
・

三
河
国
西
尾
藩
主
松
平
乗

寛
か
ら
下
げ
渡
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
特
権
は
樋

口
家
の
地
主
経
営
が
拡
大

す
る
文
化
ー
天
保
期
に
合

致
し
て
お
り
、
当
主
兼
助

の
時
期
に
集
中
し
て
い
る

（表
2
.
3
)
。

経
営
規
模
の
拡
大
と
と

も
に
家
格
の
上
昇
を
果
た

し
た
兼
助
は
樋
口
家
中
興

の
祖
と
も
言
う
べ
き
人
物

で
あ
り
、
孫
に
当
た
る
啓

之
助
も
自
ら
が
順
調
に
三

ツ
嶋
村
の
庄
屋
と
な
り
、

苗
字
を
許
さ
れ
た
経
過
に

つ
い
て
、
「
父
樋
口
庄
右

表6 特権付与の過程

年月日 西暦 領 主 内 容 当主

文化 5 6 22 1808 代官重田又兵衛 袴・帯刀 兼助

文政 3 I 22 1820 西尾藩主松平乗寛 苗字帯刀 兼助

9 10 12 1826 西尾藩主松平乗寛 摂河領分之大庄屋役扶持米 5俵 兼助

袴・帯刀 東太郎

天保 9 10 25 1838 代官池田岩之丞 袴・帯刀 啓之助

注）「文化十年酉御役所向願書相」、「寛文弐寅年

（「門真町史』収録）より作成。
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衛
門
庄
屋
役
退
身
之
義
御
聞
済
二
相
成
、
跡
庄
屋
役
之
義
ハ
願
之
通
祖

父
樋
口
兼
助
後
見
ヲ
以
、
啓
之
助
江
庄
屋
役
被
為
仰
付
候
、
其
上
祖
父

兼
助
是
迄
勤
切
を
思
召
、
直
様
苗
字
啓
之
助
江
御
免
被
為
仰
付
、
結
構

之
仰
を
蒙
候
義
ハ
全
祖
父
之
勤
切
故
之
義
と
難
有
御
事
二
候
、
右
為
覚

(23) 

記
之
置
候
也
」
と
述
べ
、
兼
助
の
オ
覚
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
オ
覚
は
地
域
社
会
・
領
主
権
力
か
ら
も
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
、
文
政
二
年
(
-
八
一
九
）
か
ら
三
ツ
嶋
村
が
京
都
所
司
代
松
平
乗

寛
の
役
知
と
な
っ
た
際
、
兼
助
は
同
三
ー
五
年
ま
で
「
茨
田
郡
五
ケ
村

惣
代
」
を
務
め
、
庄
屋
役
を
退
い
た
同
八
年
か
ら
は
「
摂
河
領
分
之
大

（以）

庄
屋
」
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
領
主
と
の
関
係
に
見
ら
れ
る
樋
口
兼
助
の
意
識
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
端
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
文
化
六

年
(
-
八
0
九
）
、
代
官
重
田
又
兵
衛
に
出
し
た
「
帯
刀
許
可
」
に
対

す
る
礼
状
が
あ
る
。

乍
恐
御
内
意
奉
願
上
候

①
 

一
当
国
茨
田
郡
之
儀
者
村
数
八
拾
ケ
村
程
之
一
郡
二
御
座
候
、
然
ル
処

右
村
之
庄
屋
役
之
儀
、
久
来
相
勤
メ
居
り
候
庄
屋
稀
二
御
座
候
、
乍

恐
私
家
之
儀
者
先
祖
方
数
拾
代
役
儀
相
勤
メ
来
り
候
家
二
御
座
候
、

尤
近
在
村
々
之
久
来
庄
屋
家
之
義
者
世
之
盛
衰
二
随
ひ
多
分
零
落

【
史
料
廷
i

仕
、
無
高
同
様
之
義
二
相
成
、
其
年
々
送
り
兼
候
様
二
相
成
、
勿
論

退
転
仕
候
家
々
侭
御
座
候
、
依
之
近
来
仕
合
よ
ろ
し
く
新
規
二
高
米

所
持
仕
候
随
ひ
、
庄
屋
役
相
勤
メ
居
り
候
庄
屋
多
分
御
座
候
中
二
御

私
領
も
数
村
御
座
候
へ
者
、
御
私
領
之
御
取
計
ひ
之
義
者
御
上
様
二

も
御
存
知
被
為
遊
候
通
之
義
二
御
座
候
得
者
、
其
村
方
芝
開
キ
種
性

之
久
家
新
規
成
立
百
姓
之
無
差
別
、
聯
之
儀
も
御
座
候
へ
者
、
御
地

頭
様
之
思
召
二
叶
ひ
、
其
家
々
之
規
模
二
も
相
成
候
様
被
為
仰
付
候

義
者
、
全
御
私
領
之
御
取
計
ひ
二
御
座
候
、
前
文
奉
申
上
候
通
久
来

家
之
義
者
多
分
零
落
仕
、
又
ハ
退
転
仕
居
り
候
へ
者
、
自
然
と
新
規

成
立
庄
屋
二
多
分
規
模
御
座
候
様
二
相
成
候
時
節
二
御
座
候
、
然
ル

処
私
家
之
義
者
乍
恐
当
村
開
規
之
時
節
£
村
長
・
庄
屋
役
儀
相
勤
メ

居
り
候
へ
と
も
、
代
々
不
調
法
者
相
続
候
二
哉
、
勿
論
当
村
之
義
者

往
古
力
御
料
所
二
御
座
候
へ
者
御
手
広
ク
義
二
而
中
々
調
法
之
勤
柄

二
而
、
少
し
茂
御
上
様
之
御
意
二
相
叶
ひ
候
義
者
一
切
無
御
座
候
へ

②
 

者
、
嘆
か
わ
し
く
奉
存
候
中
ヲ
、
近
村
御
私
料
之
村
方
ニ
ハ
誠
二
新

規
成
立
之
庄
屋
御
座
候
へ
者
追
々
規
模
出
来
仕
、
自
分
久
来
之
庄
屋

二
御
座
候
へ
共
無
規
模
二
御
座
候
義
残
念
二
存
毎
々
先
祖
江
対
し
、

い
い
分
ケ
も
無
之
義
相
嘆
キ
居
り
候
義
二
潤
座
候
、
依
之
亡
父
い
い

残
し
候
義
者
能
キ
御
時
節
も
御
座
候
ヘ
ハ
、
何
卒
軽
キ
規
模
二
而
も

奉
蒙
り
御
免
許
度
旨
、
毎
々
教
訓
仕
い
い
残
し
相
果
候
へ
者
、
何
卒

軽
キ
規
模
二
而
も
御
免
許
奉
蒙
り
候
へ
者
ハ
亡
父
井
先
祖
江
対
し
孝

心
之
道
二
も
相
叶
ひ
候
義
二
御
座
候
得
者
、
兼
々
内
存
願
届
之
義
二
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御
座
候
処
、
不
思
義
之
御
因
縁
之
御
殿
様
御
支
配
所
と
相
成
、
内
心

⑪
 

悦
し
く
奉
存
居
り
候
処
、
御
殿
様
御
譜
代
百
姓
御
同
然
二
取
計
ひ
被

為
成
下
候
義
者
如
何
成
御
因
縁
之
奉
蒙
り
難
有
冥
加
至
極
二
奉
存
居

り
候
処
、
去
辰
六
月
二
御
役
所
勤
向
帯
錬
御
免
許
結
構
二
被
為
仰
付

成
下
候
義
身
余
り
難
有
奉
存
候
、
猶
又
先
祖
井
亡
父
江
対
し
孝
道
ニ

も
相
成
、
猶
々
身
分
之
外
聞
と
申
難
有
仕
合
二
奉
存
居
り
候
へ
と

も
、
別
段
御
恩
礼
も
奉
申
上
度
奉
存
候
へ
と
も
目
立
候
而
ハ
反
而
御

尊
意
二
難
相
叶
ひ
と
奉
恐
入
候
二
付
、
差
担
へ
居
り
候
義
二
御
座
候

乍
恐
民
者
末
代
と
申
義
も
御
座
候
へ
者
、
子
孫
々
二
至
迄
御
殿

様
御
時
節
二
帯
鍍
御
免
許
奉
蒙
り
候
義
者
乍
恐
私
家
二
書
残
し
又

ハ
代
々
御
厚
恩
之
義
い
い
伝
候
義
二
御
座
候
得
者
、
子
孫
々
末
代
二

至
迄
御
厚
恩
之
義
奉
存
居
り
候
義
に
御
座
候

（
後
略
）

重
田
御
殿
様

こ
の
礼
状
か
ら
は
、
私
領
の
新
規
の
庄
屋
が
苗
字
帯
刀
を
許
可
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
自
家
は
幕
府
開
闘
以
来
の
旧
家
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
苗
字
帯
刀
を
許
可
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
焦
燥
感
と
、
私
領
庄

屋
同
様
の
特
権
を
付
与
さ
れ
た
い
と
い
う
強
い
願
望
が
読
み
と
れ
る
。

そ
う
し
た
意
識
は
と
く
に
傍
線
部
①
ー
④
に
示
さ
れ
て
お
り
、
①
多
く

の
庄
屋
が
没
落
し
て
い
く
の
に
対
し
、
自
分
の
家
は
開
村
以
来
、
村
長

（
の
ち
の
兼
助
）

庄
右
衛
門

表 7 献金一覧

年月日 西暦 内容 金額

天保 15 1844 江戸城西ノ丸普請 金 15両

3 25 1854 金 40両
嘉永 7 品川台場建設

4 1854 金 22両

安政 6 1859 大坂城西ノ丸普請

文久 4 1864 第一次長州征伐

7 13 1866 金 26両 3歩 2朱

慶応 2 9 13 1866 第二次長州征伐 金 26両 3歩 2朱

9 20 1866 金 26両 3歩 2朱

注）各年の「金銀出入帳」、「御台場冥加金差出し帳御免シ

金高控」、「広島行郷夫人足入用先割」より作成。

・
庄
屋
を
勤
め
て
い
る
、
②
新
規
の
庄
屋
が
「
規
模
（
名
誉
）
出
来
」

る
の
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
自
分
の
家
は
「
無
規
模
」
で
あ
っ
た
、
③
そ

れ
が
樋
口
家
の
課
題
で
あ
り
、
い
ず
れ
時
期
を
見
て
「
御
免
許
奉

蒙
」
、
④
そ
れ
が
今
回
叶
っ
て
「
御
家
之
譜
代
」
同
様
と
な
っ
た
こ
と

は
大
変
う
れ
し
く
、
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
感
謝
す
る
と
し
て
、
こ
の
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礼
状
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
相
侯
っ
て
政
治
的
意
識
を
示
す
も
の
に
領
主
へ
の
融
通
や
献

金
が
あ
る
。
そ
の
初
期
の
も
の
は
文
政
四
年
(
-
八
ニ
―
)
、
西
尾
藩

財
政
の
窮
乏
を
う
け
て
樋
口
兼
助
外
二
八
人
が
大
坂
玉
造
萬
屋
小
兵
衛

（
祐
）

か
ら
銀
八
〇
貫
目
を
用
立
て
て
い
る
。
そ
の
後
は
幕
末
に
集
中
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
表
7
に
挙
げ
た
よ
う
な
献
金
が
見
ら
れ
る
。
献
金
す
る

こ
と
で
家
格
の
維
持
を
図
る
と
と
も
に
、
領
主
権
力
と
の
結
び
つ
き
を

強
め
て
い
っ
た
と
理
解
で
き
、
そ
こ
に
は
自
ら
が
地
域
社
会
に
お
い
て

傑
出
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
家
格
意
識
の
高
ま
り
に
加
え
、
政
治
意

識
の
高
ま
り
を
も
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

第
二
節
地
域
社
会
と
の
関
係

地
域
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
樋
口

家
と
小
作
人
と
の
関
係
を
、
史
料
l
か
ら
庄
屋
役
を
担
う
べ
き
家
柄
と

し
て
村
内
で
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
こ
で
は

ま
ず
史
料
3
を
見
て
お
こ
う
。

（
の
ち
の
兼
助
）

河
州
茨
田
郡
三
ツ
嶋
村
庄
右
衛
門

一
近
年
困
窮
之
上
、
度
々
之
水
難
二
而
小
前
百
姓
一
統
難
渋
仕
居
り
、

（詮）

所
全
取
続
も
難
成
候
処
、
御
上
様
方
厚
憐
慇
之
御
取
計
被
為
成
下

(ZT) 

【
史
料

3
】

乍
恐
口
上

候
御
影
を
以
一
命
相
助
り
ケ
成
二
取
続
仕
候
義
、
何
程
卜
難
有
奉
存

候
、
然
ル
所
右
両
度
之
水
難
二
而
小
前
百
姓
共
自
分
之
田
地
質
物
二

社

差
入
候
義
ハ
不
及
申
二
居
宅
・
小
前
等
二
至
迄
質
物
二
差
入
、
当
時

相
凌
御
田
地
作
方
仕
居
り
候
義
二
御
座
候
、
猶
又
無
高
百
姓
之
義
者

男
女
之
倅
共
奉
公
致
さ
セ
、
其
給
銀
助
召
上
ヲ
以
御
田
地
之
屎
代
二

仕
年
々
仕
来
候
所
、
近
年
両
度
之
水
難
二
而
先
繰
り
二
三
•
四
年
分

も
給
銀
先
借
仕
居
り
候
義
二
御
座
候
得
者
、
当
村
暮
し
方
二
付
少
々

之
繰
合
セ
も
難
成
、
甚
以
難
渋
仕
居
り
候
義
二
御
座
候
ヘ
ハ
近
年
之

義
ヲ
存
、
色
々
と
慈
悲
・
心
配
仕
候
、
既
二
去
々
卯
年
水
難
二
も
無

高
百
姓
之
内
、
所
離
等
之
鉢
相
見
へ
候
も
の
共
も
御
座
候
故
、
嵩
々

利
解
申
聞
色
々
と
仕
、
留
候
様
二
仕
候
へ
と
も
、
万
一
近
年
之
内
ニ

又
右
鉢
之
水
難
等
も
有
之
候
而
者
所
全
御
田
地
相
続
之
義
も
無
覚

束
、
猶
又
所
離
等
之
者
共
も
数
多
出
来
候
而
者
御
田
地
手
余
り
地
ニ

も
相
成
候
様
二
乍
恐
奉
存
候
故
、
何
と
も
歎
ケ
敷
奉
存
候
故
、
乍
恐

私
所
持
之
田
地
質
物
二
差
入
、
猶
又
当
時
相
用
ひ
候
衣
類
・
道
具
之

義
者
残
置
、
其
外
衣
類
・
道
具
等
も
売
却
仕
候
而
漸
々
と
籾
五
十
石

丈
リ
エ
面
出
来
仕
候
二
付
、
甚
小
分
之
義
二
御
座
候
へ
と
も
小
前
水

難
手
当
と
し
て
囲
置
申
度
存
候
二
付
、
乍
恐
此
段
御
届
ケ
奉
申
上

候
、
何
卒
御
見
分
之
上
御
封
印
被
為
成
下
候
様
、
乍
恐
此
段
御
断
奉

申
上
候
、
以
上

文
化
六
巳
年

重
田
又
兵
衛
様
御
役
所
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こ
の
史
料
の
傍
線
部
か
ら
は
三
ツ
嶋
村
が
水
難
の
起
こ
り
や
す
い
地

域
で
あ
り
、
百
姓
成
立
が
ま
ま
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
の
も
と
、
樋
口

兼
助
は
自
分
の
衣
類
・
家
財
道
具
を
売
却
し
て
、
籾
五
0
石
に
替
え
、

難
渋
人
の
た
め
に
社
倉
を
設
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
政
九
年
(
-
八

二
六
）
に
は
商
売
人
が
増
え
、
田
畑
が
手
余
り
地
と
な
る
こ
と
を
阻
止

(28) 

す
る
た
め
の
建
白
書
を
提
出
し
て
お
り
、
変
容
す
る
地
域
社
会
に
対

し
、
自
家
の
優
位
性
を
誇
示
し
つ
つ
も
村
内
の
秩
序
維
持
に
貢
献
す

る。
そ
の
後
、
三
ツ
嶋
村
は
幕
領
と
な
る
が
、
樋
口
啓
之
助
は
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
か
ら
惣
代
庄
屋
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。
茨
田
郡
の
惣

代
庄
屋
の
人
数
は
時
期
に
よ
り
、
三
1
1
0
人
と
か
な
り
の
開
き
が
あ

る
が
、
惣
代
庄
屋
選
出
に
あ
た
っ
て
は
、
茨
田
郡
内
に
存
在
す
る
用
水

組
合
11

「
庄
」
が
基
準
と
な
っ
て
、
「
庄
」
ご
と
に
数
人
の
惣
代
庄
屋

が
選
出
さ
れ
て
い
た
。
主
な
惣
代
庄
屋
を
書
き
出
し
た
も
の
が
表
8
で

あ
る
。
表
8
か
ら
は
、
門
真
三
番
村
野
口
家
・
南
寺
方
村
寺
方
家
の
よ

う
に
代
々
、
惣
代
庄
屋
を
務
め
る
者
と
、
樋
口
家
や
新
田
村
仁
右
衛
門

の
よ
う
に
嘉
永
初
年
、
大
津
代
官
所
か
ら
信
楽
代
官
多
羅
尾
氏
預
か
り

へ
と
支
配
替
え
に
な
る
こ
と
を
契
機
に
、
新
た
に
惣
代
庄
屋
と
な
る
者

が
い
る
。

彼
ら
の
具
体
的
行
動
も
表
8
に
示
し
た
が
、
主
穀
単
作
湿
田
地
帯
と

い
う
地
域
性
を
反
映
し
て
か
、
年
貢
関
係
の
訴
願
活
動
が
多
い
。
加
え

て
、
幕
末
の
混
乱
を
示
す
よ
う
な
長
州
征
伐
や
兵
賦
に
関
わ
る
事
案
が

多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
よ
り
地
域
社
会
に
根
ざ
し
た
活
動
と

し
て
、
村
方
騒
動
へ
の
対
処
が
挙
げ
ら
れ
る
。
樋
口
啓
之
助
が
惣
代
庄

屋
と
し
て
関
わ
っ
た
事
例
と
し
て
、
嘉
永
一
一
一
年
(
-
八
五
0
)
1
安
政

三
年
(
-
八
五
六
）
に
か
け
て
二
度
に
わ
た
る
河
内
国
茨
田
郡
稗

（

団

）

（

31）

(32)

嶋
村
、
嘉
永
四
年
の
同
郡
濱
村
、
年
不
明
で
あ
る
が
同
郡
大
枝
村
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
、
立
入
庄
屋
と
し
て
樋
口
啓
之
助
ほ
か
、
野
口
五
郎
兵

衛
・
寺
方
元
助
が
解
決
に
当
た
っ
て
い
る
。
濱
・
大
枝
両
村
は
樋
口
啓

之
助
の
居
村
三
ツ
嶋
村
と
は
異
な
る
「
庄
」
に
属
し
て
お
り
、
幕
末

期
、
惣
代
庄
屋
は
野
口
家
・
寺
方
家
・
樋
口
家
の
三
家
を
中
心
と
し
て

担
わ
れ
る
こ
と
で
、
当
初
設
定
さ
れ
て
い
た
「
庄
」
単
位
の
惣
代
と
い

う
意
味
合
い
か
ら
、
「
庄
」
を
越
え
た
「
茨
田
郡
の
惣
代
」
へ
と
性
格

を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
惣
代
庄
屋
を
担
う
こ
と
で
地
域
社
会
の
課
題
に
対
応

し
、
そ
れ
に
伴
う
出
費
も
増
加
さ
せ
て
い
く
樋
口
家
で
あ
る
が
、
惣
代

庄
屋
と
し
て
の
範
囲
と
経
営
基
盤
と
の
地
域
的
広
が
り
を
重
ね
合
わ
せ

て
み
る
と
、
稗
嶋
村
は
樋
口
家
の
所
有
地
が
あ
り
両
者
は
重
な
り
合
う

が
、
濱
・
大
枝
両
村
に
樋
口
家
の
所
有
地
は
な
く
、
両
者
は
重
な
り
合

わ
な
い
（
表
2
.
5
)
。

そ
の
点
で
樋
口
家
に
と
っ
て
の
地
域
社
会
と
は
あ
く
ま
で
三
ツ
嶋
村

（
と
く
に
自
ら
が
居
住
す
る
上
組
）
で
あ
り
、
さ
ほ
ど
の
広
が
り
を
見

せ
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
範
囲
は
よ
り
限
定
的
で
、
地
域
社
会
に
対
応
す

る
豪
農
の
姿
と
し
て
は
消
極
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
嘉
永
四
年
(
-
八
五
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表8 「願書控」の内容と惣代庄屋

門大

開小高 橋波庄

五水 諸

真庭 ケ島 福

庄庄 庄庄 庄

真:野門呂 庭! 利右日大

大 西南 新

枝 橋寺 ツ 田

村
波方 嶋 村
村村 村 仁

藤 右久 寺 樋 右
兵 衛方 ロ 衛

年月日 西暦 願書の内容 衛 門家 家 門 支配

天保 1512 1 1844 惣代庄屋相続

゜゚゚゜
大坂谷町竹垣三

（月日欠） 小物成三分ー銀納願

゜゚゚゜゚
右衛門

弘化 5 I 17 1848 貯夫食増願

゜2 7 袴・帯刀願

゜゚゚゜゚2 25 皆済目録下付

゜゚2 26 都筑へ巌寄替の廻状

゜゚゚゜゚嘉永 元 4 10 1848 貯夫食増願

゜゚゚゜゚
大津 都筑金三郎

（月日欠） 上米不出来

゜゚゚゜゚
代官

2 I 7 1849 袴・帯刀願

゜゚゚ ゜
信楽代官多

惣代庄屋相続

゜゚゚゜゚
羅尾預かり

3 15 御用提灯使用願

゜゚゚゜゚゜炭屋安兵衛へ年貢納

゜゚゚゜゚゚゜5 16 稲植え付け完了

゜゚
石原清左衛

3 10 1850 年貢銀納願

゜゚゚゜゚゚゜
門

II g 凶作二付

゜御用提灯使用許可

゜安石代納願

゜゚゚゜゚゚゜4 4 24 1851 廻米運賃御貸下願

゜゚゚゜゚゚゜7 19 大雨につき一円冠水

゜゚8 安石代納願

゜゚゚゜゚゚゜5 9 1852 江戸廻米取り止め願

゜゚゜゚゚安政 6 8 23 1859 大雨につき一円冠水

゜
信楽代官多羅尾

8 皆済目録下付

゜7 I 14 1860 田地修復費用拝借

゜ ゜（月日欠） 貯夫食取締

゜ ゜゚万延元 4 1860 貯夫食拝借願

゜゚ ゜゚゚5 見分願

゜゚ ゜゚゚文久 元 8 1861 詰米遅延

゜゚ ゜゚゚2 8 2 1862 反高帳・絵図面提出延引

゜゚3 10 1863 年貢延納願

゜ ゜゚゚元治元 7 27 1864 大雨につき一円冠水

゜ ゜゚8 2 大坂在城中臨時費用郡中割

゜゚8 29 見分願許可

゜ ゜（月日欠） 年貢金納願

゜ ゜（月日欠） 御検見願

゜ ゜゚慶応 2 6 5 1866 大雨につき一円冠水

゜ ゜6 御進発上納金への褒美

゜3 7 1867 兵賦人足御免・兵賦増金延引願

゜ ゜゚， 鰊寡孤独の者取調

゜ ゜゚注!)弘化 5年・安政6年・文久 2年の「御役所願書届ケ書相へ」（関西学院大学図書館所蔵野口
家文害）より作成。

注 2) 惣代庄屋は主立った者を抜粋した。
注 3) 表中の〇印は願書に署名していることを示す。
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以
上
、
北
河
内
の
豪
農
と
し
て
樋
口
家
の
経
営
及
び
政
治
的
意
識
・

行
動
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

樋
口
家
の
経
営
は
安
政
の
開
港
や
万
延
の
貨
幣
改
鋳
に
よ
る
物
価
高

騰
を
契
機
に
、
ま
さ
に
時
宜
に
応
じ
た
経
営
転
換
が
図
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
大
坂
商
人
と
の
関
係
を
強
め
る
こ
と
で
金
融
資
本
の
有
効
な
循

環
を
生
み
だ
し
た
が
、
幕
末
期
に
は
地
主
小
作
関
係
の
進
展
と
と
も

に
、
小
前
百
姓
と
の
貸
金
関
係
が
重
視
さ
れ
た
。

樋
口
家
の
政
治
的
行
動
に
つ
い
て
は
、
樋
口
兼
助
が
社
倉
の
設
立
や

お

わ

り

に

-
）
二
月
の
凶
作
、
文
久
元
年
(
-
八
六
一
）
四
月
の
水
腐
、
慶
応
二

年
(
-
八
六
六
）
六
月
の
米
価
高
騰
を
契
機
と
し
て
行
わ
れ
た
村
内
難

(a) 

渋
人
に
対
す
る
施
行
に
お
い
て
さ
え
、
他
の
有
力
上
層
農
民
六
1
―二

人
と
共
同
で
お
こ
な
い
、
そ
の
中
で
樋
口
啓
之
助
の
支
出
は
い
ず
れ
も

-
1
三
石
余
と
決
し
て
突
出
し
た
支
出
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
た
、
よ
り
広
域
的
な
問
題
に
対
し
て
は
門
真
三
番
村
野
口

(“) 

家
の
よ
う
に
親
子
で
惣
代
庄
屋
・
郡
中
惣
代
を
務
め
る
家
が
存
在
し
、

樋
口
啓
之
助
が
地
域
社
会
内
の
課
題
を
一
身
に
背
負
う
必
要
は
な
か
っ

た
。
樋
口
啓
之
助
は
政
治
的
意
識
は
持
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
を
自
ら
具
体

化
し
て
い
く
意
識
は
稀
薄
で
、
関
心
は
む
し
ろ
自
家
の
経
営
安
定
・
家

格
維
持
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

様
々
な
建
言
な
ど
領
主
権
力
や
地
域
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い

っ
た
の
に
対
し
、
孫
の
啓
之
助
の
行
動
は
む
し
ろ
消
極
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
要
因
は
、
三
ツ
嶋
村
上
組
を
中
心
と
す
る
自
家
の
所
有
地
と
惣
代

庄
屋
と
し
て
の
管
轄
範
囲
と
の
ズ
レ
、
つ
ま
り
地
主
と
し
て
の
意
識
が

優
先
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の
一
端
を
天
保
期
の
施
行
や
幕
末
期
の

施
行
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
出
来
た
。

ま
た
、
他
地
域
の
豪
農
と
の
比
較
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
丹
波
の
豪
農

園
田
家
の
よ
う
に
経
済
的
・
政
治
的
両
側
面
が
明
確
に
現
れ
、
「
地
域

社
会
の
支
柱
」
と
な
る
よ
う
な
豪
農
と
は
異
な
り
、
樋
口
家
は
自
家
の

経
営
安
定
と
い
う
点
に
お
い
て
完
結
す
る
豪
農
で
あ
っ
た
。
政
治
的
意

識
を
持
ち
つ
つ
も
、
新
た
な
「
支
柱
」
と
し
て
存
在
し
え
な
か
っ
た
と

い
う
点
で
丹
南
郡
岡
村
の
岡
田
家
と
共
通
し
て
い
る
。

む
し
ろ
新
た
な
「
支
柱
」
と
な
り
得
る
要
素
を
持
ち
得
た
の
は
門
真

＝
一
番
村
の
野
口
家
で
あ
っ
た
。
樋
ロ
・
野
口
両
家
の
決
定
的
な
差
異
は

近
代
に
入
り
、
よ
り
鮮
明
に
現
れ
る
。
樋
口
家
当
主
は
明
治
九
年
（
一

八
七
六
）
河
内
国
第
三
大
区
区
長
、
同
二
十
二
年
以
降
は
度
々
二
島
村

村
長
を
務
め
る
一
方
、
土
地
の
集
積
を
続
け
、
結
果
、
「
大
樋
口
」
と

呼
ば
れ
る
北
河
内
有
数
の
地
主
へ
と
成
長
し
た
。
そ
れ
に
対
し
野
口
家

で
は
、
当
主
守
敏
が
聯
合
戸
長
、
門
真
村
長
、
茨
田
郡
町
村
長
会
会
長

を
歴
任
す
る
中
、
明
治
十
八
年
の
淀
川
洪
水
に
際
し
、
御
救
小
屋
を
立

て
被
災
者
の
救
助
に
努
め
、
翌
年
か
ら
は
堤
防
改
修
工
事
を
村
の
請
負

(
S
)
 

事
業
と
し
、
被
災
者
・
失
業
者
を
雇
い
入
れ
、
糊
口
の
道
を
開
い
た
。
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(
8
 

(
6
 

(
7
 

5
 

(
3
 

(
4
 

(
2
 

注(
1
 

御
地
頭
様
代
々
御
年
貢
御
取
米
」
（
『
門
真
町
史
』

(36) 

ま
た
、
平
時
に
お
い
て
も
学
校
・
役
場
の
新
築
に
尽
力
す
る
な
ど
地
方

名
望
家
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
後
年
、
地
方
自
治
の
基
礎
を
築
い
た

人
物
と
し
て
顕
彰
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
近
世
近
代
を
通
じ
て
見
ら
れ
た
樋
ロ
・
野
口
両
家
に
お

け
る
指
向
性
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
野
口
家
の
経
営
分
析
、
政
治
的
意

識
・
行
動
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

古
島
敏
雄
・
永
原
慶
二
『
商
品
生
産
と
寄
生
地
主
制
』
第
五
章
（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
四
年
）
。

山
崎
隆
三
『
地
主
制
成
立
期
の
農
業
構
造
」
（
青
木
書
店
、
一
九
六

一
年
）
、
中
村
哲
『
明
治
維
新
の
基
礎
構
造
』
（
未
来
社
、
一
九
六
八

年
）
な
ど
。

『
幕
末
社
会
の
展
開
」

II
章
二
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
。

「
地
域
社
会
の
関
係
構
造
と
段
階
的
特
質
」
（
『
歴
史
評
論
』
五
九
九

号
、
二
0
0
0
年）。

「
大
塩
の
乱
と
農
民
的
基
盤
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
六
九
号
、
一
九
七

五
年
）
。

「
近
世
農
民
金
融
の
構
造
」
第
一
章
（
雄
山
閣
、
一
九
七
五
年
）
。

「
近
世
後
期
に
お
け
る
豪
農
と
地
域
社
会
ー
丹
波
国
篠
山
藩
大
山
組

園
田
家
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
三
号
、
一
九
九
九

年）。
「
寛
文
弐
寅
年

(18 
(19 

17 16 15 14 13 12 (9) 

(10) 

(11) 
四
三
一

1
四
四
0
頁
、
一
九
六
二
年
）
。

『
門
真
市
史
』
第
三
巻
、
六
ー
一
三
頁
(
-
九
九
七
年
）
。

「
宝
暦
十
年
辰
九
月
指
出
明
細
帳
」
（
前
掲
注
（
9
）
、
一
―
頁
）
。

こ
う
し
た
小
作
人
の
あ
り
方
は
、
門
真
三
番
村
茨
田
家
の
小
作
人
も

同
様
で
あ
っ
た
（
前
掲
注

(
5
)
）。

「
天
保
八
年
酉
三
月
五
日
米
高
二
而
極
難
渋
二
付
小
前
施
行
帳
」

（
守
口
文
庫
所
蔵
河
内
国
茨
田
郡
三
ツ
嶋
村
文
書
4
5
0
/
4
4
-
8
。
以

下
、
三
ツ
嶋
村
と
略
記
）
。

な
お
、
三
ツ
嶋
村
は
大
村
で
あ
る
た
め
上
下
二
組
に
分
け
ら
れ
、
庄

屋
も
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
置
か
れ
た
。
樋
口
家
は
上
組
の
庄
屋
役
を

務
め
た
。

『
大
阪
府
史
」
第
七
巻
、
四
0
九
1
四一

0
頁
(
-
九
八
九
年
）
。

「
天
明
八
申
年
b
天
保
十
一
子
年
迄
酒
造
株
譲
り
請
調
書
上
帳
」

（
『
富
田
林
市
史
』
第
五
巻
二
三
ニ
ー
ニ
三
三
頁
、
一
九
七
三
年
）
。

「
乍
恐
口
上
」
(
-
―
一
ツ
嶋
村
6
4
5
/
4
4
-
1
3
、
全
5
/
4
4
-
1
4
)

。

前
掲
注

(
6
)
で
福
山
昭
氏
は
、
上
層
農
民
同
士
が
貸
借
関
係
を
取

り
結
ぶ
背
景
に
は
、
自
家
の
持
つ
資
金
を
互
い
に
貸
し
付
け
る
こ
と

で
、
確
か
な
利
息
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
確
実
な
資
金
運
用
が
出
来

る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た
。

豪
農
・
村
役
人
を
金
融
セ
ン
タ
ー
的
役
割
で
捉
え
た
研
究
に
、
大
塚

英
―
-
『
日
本
近
世
農
村
金
融
史
の
研
究
ー
村
融
通
制
の
分
析
ー
』

（
校
倉
書
房
、
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。

『
門
真
町
史
』
二
六
ー
ニ
七
頁
。

「
文
化
十
年
酉
御
役
所
向
願
書
担
」
（
三
ツ
嶋
村
3
2
0
/
4
2
1
-
O
)
。
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(30 
(27) 

(28) 

(29) 
＾ 26 25 (20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
前
掲
注

(19)
。

前
掲
注

(8)
。

『
門
真
市
史
』
第
四
巻
、
六
三
五
1
六
四
0
頁
（
二
0
0
0
年
）
。

前
掲
注

(19)
。

西
尾
藩
で
は
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
大
庄
屋
が
設
置
さ
れ
た
。

職
掌
は
郡
中
か
ら
の
願
書
に
奥
印
し
、
撫
育
に
ぬ
か
り
な
く
、
下
情

を
藩
に
伝
え
る
事
を
旨
と
し
た
（
『
西
尾
市
史
』
第
三
巻
、
五
三
六

1
五
三
九
頁
、
一
九
七
六
年
）
。

ま
た
、
「
摂
河
領
分
」
と
は
、
摂
津
国
東
成
郡
野
田
村
・
天
王
田

村
・
深
江
村
・
木
野
村
・
今
福
村
、
河
内
国
若
江
郡
御
厨
村
・
稲
田

村
・
西
堤
村
・
箕
輪
村
、
同
国
茨
田
郡
今
津
村
・
濱
村
・
三
ツ
嶋
村

の
計
―
ニ
カ
村
、
七
五
0
0
石
を
指
す
（
『
西
尾
市
史
』
第
二
巻
、

1
0
三
八
頁
、
一
九
七
四
年
）
。

門
真
市
教
育
委
員
会
所
蔵
樋
口
家
文
書
、
一
紙
203
（
以
下
、
樋
口
家

と
略
記
）
。

「
一
札
〔
松
平
屋
鋪
勝
手
向
費
用
借
用
二
付
〕
」
（
三
ツ
嶋
村
7
4
0
/
4
4
-

lo)
。

樋
口
家
一
紙
210

前
掲
注

(19)
。

各
用
水
組
合
を
構
成
す
る
村
々
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
文
学
部
地

理
学
教
室
編
『
大
都
市
近
郊
の
変
貌
』
九
ー
一
五
頁
（
柳
原
書
店
、

一
九
六
五
年
）
、
『
門
真
市
史
』
第
四
巻
、
表
五
0
参
照
。

「
乍
恐
書
付
を
以
奉
申
上
候
」
（
『
門
真
町
史
』
一
〇
七
1
1
0
八

頁）。

(34 
33) 

32) 
31) 

證
〔
村
方
争
論
和
解
二
付
〕
」
（
三
ツ
嶋
村
4
3
0
/
4
7

「
安
政
六
年
三
月

1
 6)

。

「
辰
年
三
月
十
九
日
〔
大
枝
村
小
前
之
者
高
訳
之
儀
二
付
和
執
~
一

件
〕
」
（
三
ツ
嶋
村
4
3
0
)
。

「
嘉
永
四
年
二
月
去
戌
年
大
違
作
二
付
難
渋
人
江
施
行
米
配
当
帳
」

（
三
ツ
嶋
村
4
50
 /4
6
-
4
)
、
「
文
久
元
年
四
月
去
申
年
水
腐
大
違
作

ニ
付
難
渋
人
施
米
配
当
」
（
三
ツ
嶋
村
4
5
0
/
4
9
-
1
)
、
「
慶
応
二
年
寅

六
月
六
日
米
価
高
直
二
付
難
渋
人
江
施
米
配
当
」
（
三
ツ
嶋
村
4
5
0

/
5
2ー

2
)

。

野
口
五
郎
兵
衛
が
病
死
し
、
息
子
作
右
衛
門
が
諸
役
を
引
き
継
ぐ
に

あ
た
っ
て
左
の
よ
う
な
申
達
が
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
か
ら
、
野
口
家

が
ど
の
よ
う
な
役
職
を
担
っ
て
い
た
か
が
窺
え
る
（
関
西
学
院
大
学

図
書
館
所
蔵
河
内
国
茨
田
郡
門
真
三
番
村
野
口
家
文
書
C
5
2
.
1
4
、

以
下
野
口
家
と
略
記
）
。

其
村
庄
屋
後
見
五
郎
兵
衛
病
死
之
趣
届
出
候
二
付
而
者
、
村
内
取

締
方
之
儀
五
郎
兵
衛
後
見
い
た
し
候
節
之
取
極
相
守
、
庄
屋
作
右

衛
門
儀
者
別
而
其
余
役
人
共
一
同
申
合
、
兼
而
申
渡
候
取
締
向
之

儀
急
度
相
守
、
村
内
取
締
向
万
端
正
路
実
体
二
取
計
可
申
候

一
右
五
郎
兵
衛
儀
年
来
維
合
惣
代
、
且
近
年
御
取
締
之
た
め
郡
中

博
突
取
締
役
、
城
州
伊
勢
田
村
困
窮
立
直
り
仕
法
取
扱
向
申
付

候
処
実
体
相
勤
、
勤
労
之
次
第
も
有
之
、
且
倅
作
右
衛
門
儀
茂

実
体
相
勤
候
儀
二
付
、
親
五
郎
兵
衛
節
之
通
惣
代
井
博
突
取
締

役
申
付
候
、
右
者
忌
明
之
上
可
申
渡
候
処
右
役
用
向
差
懸
候
儀

も
難
計
書
付
を
以
申
渡
候
間
、
得
其
意
追
而
為
請
可
罷
出
者
也
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〔
付
記
〕
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
財
団
法
人
守
口
文
庫
、
関
西
学
院

大
学
図
書
館
、
立
石
淳
子
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
筆

な
が
ら
こ
こ
ろ
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

36 
ヽ

35 

右
之
通
申
渡
候
間
、
其
段
相
心
得
置
可
申
候
、
此
書
付
早
々
順
達

留
り
£
可
返
候
也

河
州
茨
田
郡
南
寺
方
村
庄
屋
正
之
助

三
ツ
嶋
村
庄
屋
啓
之
助

新
田
村
庄
屋
仁
右
衛
門

六

番

村

庄

屋

勘

兵

衛

同
州
讃
良
郡
三
箇
村
庄
屋
後
見
弥
四
郎

「
淀
川
改
修
功
績
二
付
感
謝
状
」
（
野
口
家
C173.27)
、
『
門
真
町

史
』
五
二
九
頁
。

小
学
校
新
築
に
際
し
て
、
出
資
者
の
な
か
で
最
高
額
と
な
る
一

0
円

六
0
銭
を
出
し
て
い
る
（
「
明
治
拾
壱
年
四
月
小
学
校
新
築
二
付

諸
入
費
前
金
帳
」
野
口
家
C
6
4
.
4
)
。

（
関
西
大
学
非
常
勤
講
師

（
安
政
六
）未

七
月
廿
七
日

信
楽
御
役
所

河
州
茨
田
郡
門
真
三
番
村庄

屋
年
寄

百
姓
代

作
右
衛
門
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